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国
保
の
届
出
が
遅
れ
る
と

加�

入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
…
国
保
の
資
格
が

発
生
し
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、保
険

証
が
な
い
期
間
の
医
療
費
は
いっ
た
ん
全
額

自
己
負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

や�

め
る
届
出
が
遅
れ
る
と 

…
資
格
が
な
く

な
っ
た
の
に
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
受
診

さ
れ
た
場
合
、国
保
が
負
担
し
た
医
療
費

を
後
で
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

退
職
医
療
制
度
に
つ
い
て

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
、
年
金
（
厚
生

年
金
な
ど
）
を
受
け
ら
れ
る
65
歳
未
満
の
方

と
そ
の
被
扶
養
者
は
「
退
職
者
医
療
制
度
」

で
医
療
を
受
け
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、

次
の
条
件
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
退
職
被
保

険
者
本
人
と
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

本
人

・
国
保
に
加
入
し
て
い
る
65
歳
未
満
の
方

・ 

厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
な
ど
の
年
金

を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
そ
の
加
入
期
間
が

20
年
以
上
、
も
し
く
は
40
歳
以
降
に
10
年

以
上
あ
る
方

被�
扶
養
者　

退
職
被
保
険
者
と
生
活
を
共
に

し
、
主
に
退
職
被
保
険
者
の
収
入
で
生
計

を
維
持
し
て
い
る
次
の
方

・ 

退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、配
偶
者
（
内

縁
も
含
む
）、
三
親
等
以
内
の
親
族
、
配

偶
者
の
父
母
と
子

・
国
保
に
加
入
し
て
い
る
65
歳
未
満
の
方

・ 

年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円（
60
歳
以
上
の

人
や
障
が
い
者
は
１
８
０
万
円
）未
満
の
方

　

退
職
医
療
制
度
は
、
本
人
の
自
己
負
担
と

保
険
税
の
ほ
か
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
か

ら
の
拠
出
金
が
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
退

職
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
に
届

出
が
な
い
と
、
本
来
は
健
康
保
険
な
ど
か
ら

の
拠
出
金
が
負
担
す
る
医
療
費
分
ま
で
国
保

が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん

の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が

り
ま
す
の
で
、
対
象
と
な
っ
た
ら
担
当
窓
口

ま
で
必
ず
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇�

県
単
医
療
（
県
障
・
県
親
・
県
子
・
県

乳
・
県
老
）
受
給
者
は
、
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き
に
届
出
が
必

要
で
す
。
担
当
窓
口
ま
で
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

・ 

届
出
に
必
要
な
も
の　

県
単
受
給
者
証
、

新
し
い
保
険
証
、
印
鑑

各
種
届
出
の
際
に
、
窓
口
に
来
ら
れ
た

方
の
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
身
分
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
が
そ

の
世
帯
の
世
帯
主
以
外
の
方
の
場
合

は
、
委
任
状
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
委
任
状
に
は
世
帯
主
と
窓
口
に
来

ら
れ
た
方
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。

お�

問
い
合
わ
せ　

市
役
所
市
民
課
（
国
保

係
）
☎
63
―
５
１
１
２　

ま
た
は
各
支

所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

国
民
健
康
保
険
の
届
出
を
お
忘
れ
な
く

　

春
は
進
学
や
就
職
、
退
職
な
ど
で
転
入
転
出
を
す
る
人
が
多
い
時
期
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
り
や
め
た
り
す
る
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
の
で
、

世
帯
で
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
14
日
以
内
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こんなとき 届出に必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことを証
明するもの

職場の健康保険の被扶養者でなくなった
とき

被扶養者でなくなったことを証明
するもの

子どもが生まれたとき 印鑑

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市町村に転出するとき 保険証

職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の
保険証（後者が未交付の場合は加
入したことを証明するもの）職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、印鑑

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書

そ　

の　

他

市内で住所が変わったとき

保険証世帯主や氏名が変わったとき

世帯分離・合併したとき

修学のため、他の市町村に住むとき 在学証明書または学生証


